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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

ク
ラ
ス
タ
ー
弾
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
○
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

要
旨

内
蔵
す
る
複
数
の
子
弾
を
空
中
で
広
範
囲
に
散
布
等
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
及
び
そ
の
不
発
弾
が
文
民
に

大
き
な
被
害
を
与
え
て
き
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
七
年
（
平
成
十
九
年
）
二
月
、
オ
ス
ロ
（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
に
お
い
て
、
四
十

九
箇
国
が
参
加
す
る
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
の
使
用
、
生
産
等
を
禁
止
す
る
国
際
約
束
を
二
〇
〇
八
年
（
平

成
二
十
年
）
中
に
作
成
す
る
旨
の
オ
ス
ロ
宣
言
が
発
出
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
オ
ス
ロ
・
プ
ロ
セ
ス
の
名
の
下
に
、
一

連
の
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
五
月
の
ダ
ブ
リ
ン
会
議
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）
に
お
い
て
、
百
七
箇
国
の
参
加
の
下
、

こ
の
条
約
が
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
及
び
本
文
二
十
三
箇
条
か
ら
成
り
、
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
締
約
国
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
の
使
用
、
開
発
、
生
産
、
取
得
、
貯
蔵
、
保
有
若
し
く
は
移
譲
又
は

こ
の
条
約
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
活
動
に
対
す
る
援
助
、
奨
励
及
び
勧
誘
を
行
わ
な
い
こ
と
を
約
束
す
る
。

二
、
「
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
重
量
が
二
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
爆
発
性
の
子
弾
を
散
布
し
、
又
は
投
下
す
る
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よ
う
に
設
計
さ
れ
た
通
常
の
弾
薬
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
爆
発
性
の
子
弾
を
内
蔵
す
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、

内
蔵
さ

(1)

れ
て
い
る
子
弾
の
数
が
十
未
満
で
あ
る
こ
と
、

各
子
弾
の
重
量
が
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
て
い
る
こ
と
、

各
子
弾
が
単

(2)

(3)

一
の
攻
撃
目
標
を
探
知
し
、
及
び
攻
撃
す
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

各
子
弾
が
電
子
式
の
自
己
破
壊
装
置
及
び

(4)

自
己
不
活
性
化
機
能
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
の
す
べ
て
の
特
性
を
有
す
る
も
の
等
は
除
く
。

三
、
締
約
国
は
、
自
国
の
管
轄
及
び
管
理
の
下
に
あ
る
す
べ
て
の
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
に
つ
き
、
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力

を
生
じ
た
後
遅
く
と
も
八
年
以
内
に
廃
棄
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
た
だ
し
、
締
約
国
会
議
等
の
承
認
の
下
、
最
長
八
年
の

期
間
延
長
が
可
能
で
あ
る
。

四
、
締
約
国
は
、
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
に
あ
る
地
域
に
存
在
す
る
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
残
存
物
（
不
発
の
子
弾
等
）
に
つ
き
、

こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
遅
く
と
も
十
年
以
内
に
除
去
し
、
及
び
廃
棄
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
た
だ

し
、
締
約
国
会
議
等
の
承
認
の
下
、
最
長
十
年
の
期
間
延
長
が
可
能
で
あ
る
。

五
、
締
約
国
は
、
自
国
の
管
轄
又
は
管
理
の
下
に
あ
る
地
域
に
所
在
す
る
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
に
よ
る
被
害
者
に
対
し
、
年
齢
及
び

性
別
に
配
慮
し
た
援
助
（
医
療
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
及
び
心
理
的
な
支
援
を
含
む
。
）
を
適
切
に
提
供
す
る
。

六
、
援
助
を
提
供
す
る
こ
と
の
で
き
る
締
約
国
は
、
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
締
約
国
に
対
し
、
こ
の
条
約
に
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基
づ
く
義
務
が
履
行
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
技
術
的
、
物
的
及
び
財
政
的
援
助
を
提
供
す
る
。

七
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
く
義
務
の
履
行
の
状
況
（
国
内
の
実
施
措
置
、
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
の
総
数

及
び
廃
棄
の
状
況
等
）
に
つ
き
、
国
際
連
合
事
務
総
長
に
対
し
、
こ
の
条
約
が
自
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
後
遅
く
と
も

百
八
十
日
以
内
に
報
告
し
、
そ
の
後
も
、
毎
年
更
新
の
上
報
告
す
る
。

八
、
締
約
国
は
、
他
の
締
約
国
に
よ
る
こ
の
条
約
の
遵
守
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
当
該
他
の
締
約
国
に
対
し
、
国

際
連
合
事
務
総
長
を
通
じ
て
説
明
を
行
う
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
、
回
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
等
に
は
、
締
約
国

会
議
に
当
該
問
題
を
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

九
、
締
約
国
は
、
こ
の
条
約
に
よ
っ
て
締
約
国
に
対
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
活
動
で
あ
っ
て
、
自
国
の
管
轄
若
し
く
は
管
理
の

下
に
あ
る
者
に
よ
る
も
の
又
は
自
国
の
管
轄
若
し
く
は
管
理
の
下
に
あ
る
領
域
に
お
け
る
も
の
を
防
止
し
、
及
び
抑
止
す
る

た
め
、
立
法
上
、
行
政
上
そ
の
他
の
こ
の
条
約
を
実
施
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
適
当
な
措
置
（
罰
則
を
設
け
る
こ
と
を
含
む
。
）

を
と
る
。

十
、
こ
の
条
約
の
解
釈
等
に
関
し
て
二
以
上
の
締
約
国
間
で
紛
争
が
生
ず
る
場
合
に
は
、
関
係
締
約
国
は
、
交
渉
又
は
国
際
司

法
裁
判
所
へ
の
付
託
そ
の
他
の
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
紛
争
を
速
や
か
に
解
決
す
る
た
め
、
協
議
す
る
。
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十
一
、
締
約
国
会
議
は
、
こ
の
条
約
が
効
力
を
生
じ
た
後
第
一
回
検
討
会
議
が
開
催
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
毎
年
開
催

さ
れ
、
こ
の
条
約
の
適
用
又
は
実
施
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
検
討
会
議
は
、
こ
の
条
約
が
効
力
を
生
じ
た

後
五
年
後
等
に
開
催
さ
れ
、
こ
の
条
約
の
運
用
及
び
締
結
状
況
並
び
に
締
約
国
会
議
を
更
に
開
催
す
る
必
要
性
の
検
討
等
を

行
う
。

十
二
、
締
約
国
会
議
等
の
費
用
に
つ
い
て
は
、
締
約
国
及
び
こ
れ
ら
の
会
議
に
参
加
す
る
非
締
約
国
が
負
担
す
る
。

十
三
、
こ
の
条
約
は
、
三
十
番
目
の
批
准
書
等
が
国
際
連
合
事
務
総
長
に
寄
託
さ
れ
た
月
の
後
六
番
目
の
月
の
初
日
に
効
力
を

生
ず
る
。

十
四
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
留
保
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

十
五
、
締
約
国
は
、
非
締
約
国
が
こ
の
条
約
を
締
結
す
る
よ
う
奨
励
す
る
。
ま
た
、
一
、
に
か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
又
は
そ
の

軍
事
上
の
要
員
若
し
く
は
国
民
は
、
当
該
締
約
国
が
ク
ラ
ス
タ
ー
弾
を
開
発
、
生
産
及
び
取
得
し
な
い
こ
と
等
を
条
件
と
し

て
、
締
約
国
に
対
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
活
動
を
行
う
こ
と
の
あ
る
非
締
約
国
と
の
間
で
軍
事
的
な
協
力
及
び
軍
事
行
動
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。


